
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定 

（
社
会
福
祉
課
）　

　

一

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
変
更
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
児
童
福
祉
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　

　

二

〇
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（
都
市
計
画
課
）　

　

二

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
三
件
） 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

二

教
育
委
員
会

〇
教
育
委
員
会
定
例
会
の
開
催 

三

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
二
十
三
年
分
） 

三

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
六
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及

び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の

例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
七
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
八
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進

及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
六
十
九
号

（1）　 平成25年３月12日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2439号　　 
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名　
　
　

称

日
本
調
剤
石
巻
薬
局

所　
　

在　
　

地

石
巻
市
駅
前
北
通
り
一－

十
四－

二
十
九

指

定

年

月

日

平
成
二
十
五
年
三
月
一
日

名　
　
　

称

鈴
木
歯
科
医
院

ア
イ
セ
イ
薬
局
岩
出
山
店

所　
　

在　
　

地

栗
原
市
築
館
薬
師
四
丁
目
八－

十
九

大
崎
市
岩
出
山
字
下
川
原
町
八
十
四－

三
十
一

廃

止

年

月

日

平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
一

日平
成
二
十
五
年
一
月
三
十
一

日

変
更
前

変
更
後

名　
　
　

称

財
団
法
人
宮
城
厚
生
協

会
中
新
田
民
主
医
院

公
益
財
団
法
人
宮
城
厚

生
協
会
中
新
田
民
主
医

院

所　
　

在　
　

地

加
美
郡
加
美
町
字
矢
越
三
百
四
十
五

変

更

年

月

日

平
成
二
十
五
年
一
月
四
日



　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
四
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
大
貫
地
区
土
地

改
良
事
業
（
水
利
施
設
整
備
事
業
（
基
幹
水
利
施
設
保
全
型
））
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申

立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
十
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

大
崎
市
役
所
、
涌
谷
町
役
場

〇
宮
城
県
告
示
第
百
七
十
一
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省
東
北
地
方
整
備

局
長
か
ら
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
認
可
さ
れ
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
公
園
事
業

　

２　

名
称

　
　
　

九
・
六
・
二
号　

加
瀬
沼
公
園

二　

施
行
者
の
名
称

　
　

宮
城
県

三　

事
業
施
行
期
間

　

「
昭
和
五
十
九
年
二
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
昭
和
五
十
九
年
二
月
九
日
か
ら
平

成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

変
更
な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

第2439号　平成25年３月12日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

事

業

所

番

号

〇
四
五
一
五
〇
〇
五
二
四

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

大
崎
広
域
ほ
な
み
園

大
崎
市
三
本
木
南
谷
地

要
害
三
百
三
十
六
番
地

一

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

児
童
発
達
支
援

保
育
所
等
訪
問
支

援

設
置
者
名

大
崎
地
域
広
域

行
政
事
務
組
合

指
定
年
月
日

平
成
二
十
五
年

四
月
一
日

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

　

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

岩
沼
市
桑
原
二
丁
目
九
十
五
番
一
、
九
十
五
番
二
、
九

十
五
番
三
、
九
十
六
番
一
、
九
十
六
番
二
及
び
九
十
六
番

三
　

岩
沼
市
桑
原
一
丁
目
十
番
三
号

 

猪
股　

久
俊　
　
　
　
　
　
　
　



　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日

 

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　

庄　
　

子　
　

晃　
　

子　
　
　

一　

日　

時　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
五
日　

午
後
三
時
三
十
分

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　

１　

職
員
の
人
事
に
つ
い
て

　

２　

教
育
功
績
者
表
彰
に
つ
い
て

　

３　

宮
城
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

４　

教
育
長
に
対
す
る
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

５　

宮
城
県
総
合
教
育
セ
ン
タ
ー
管
理
規
則
の
制
定
に
つ
い
て

　

６　

宮
城
県
指
導
力
不
足
等
教
員
審
査
委
員
会
の
人
事
に
つ
い
て

　

７　

校
長
及
び
教
員
の
採
用
手
続
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

８　

県
費
負
担
教
職
員
の
任
免
等
の
内
申
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　

９　

県
立
学
校
職
員
の
職
員
評
価
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
　
　

宮
城
県
教
科
用
図
書
選
定
審
議
会
委
員
及
び
専
門
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

10

　
　
　

宮
城
県
美
術
館
協
議
会
美
術
品
収
集
専
門
部
会
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

11

　
　
　

宮
城
県
図
書
館
所
蔵
文
化
財
資
料
等
の
移
管
に
係
る
取
扱
方
針
に
つ
い
て

12
四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

１　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
十
五
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望
者
に
対
し
て

行
い
ま
す
。

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－

三
六
一
一
）

 
選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
二
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
二
十
三
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と

お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
五
年
三
月
十
二
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委　
員　
長　
　
�
　
　

地　
　

光　
　

輝　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

（単
位
：
円

）

　

（政
党
の
支
部

）
み
ん
な
の
党
宮
城
県
議
会
第
４
支
部

報
告
年
月
日
24.
12.
1

         0  
１
収
入
総
額

2,400,00

        0  

本
年
収
入
額

2,400,000
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

塩
竈
市
後
楽
町
百
三
十
二
番
一
、
百
三
十
三
番
及
び
百

三
十
四
番
並
び
に
二
番
一
、
百
四
十
一
番
一
及
び
百
四
十

一
番
九
の
各
一
部

　

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
二
丁
目
二
番
十
一
号

 

株
式
会
社
み
つ
ば　
　
　
　
　
　

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

東
松
島
市
小
松
字
上
砂
利
田
百
二
十
八
番
一
、
百
二
十

九
番
二
及
び
二
百
九
十
七
番

　

東
松
島
市
大
曲
字
下
台
百
二
十
八
番
地
百
二
十
一

 

カ
ネ
フ
ジ
運
輸
株
式
会
社　
　
　



２
支
出
総
額

2,400,00

        0  

３
本
年
収
入
の
内
訳

本
部
又
は
支
部
か
ら
供
与
さ
れ
た
交
付
金
に
係
る
収
入

2,400,000

         

み
ん
な
の
党
宮
城
県
第
２
区
支
部

2,400,000

         

４
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

754,704

       

人
件
費

613,100

       

光
熱
水
費

22,567

      

備
品
・
消
耗
品
費

119,037

       

政
治
活
動
費

1,645,29

        6  

組
織
活
動
費

21,790

      

選
挙
関
係
費

291,950

       

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

1,004,035

         

宣
伝
事
業
費

1,004,035

         

調
査
研
究
費

59,950

      

そ
の
他
の
経
費

267,571
       

　

（資
金
管
理
団
体

）

裕
友
会

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
氏
名
山
田
裕
一

資
金
管
理
団
体
の
届
出
に
係
る
公
職
の
種
類
白
石
市
議
会
議
員

報
告
年
月
日
24.
12.

        ３

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

　

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

加
藤
宗
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
24.
12.
1

         7  

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

佐
藤
英
治
後
援
会

報
告
年
月
日
24.
12.
2

         6  

１
収
入
総
額

151,792

       

前
年
繰
越
額

51,792

      

本
年
収
入
額

100,000

       

２
支
出
総
額

86,053

      

３
本
年
収
入
の
内
訳

寄
附

100,00

      0  

個
人
分

100,000

       

４
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

7,103

     

備
品
・
消
耗
品
費

7,103

     

政
治
活
動
費

78,950

      

選
挙
関
係
費

15,000

      

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

63,950

      

機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

63,950

      

５
寄
附
の
内
訳

（個
人
分

）

佐
藤
英
治

100,000

       

塩
竈
市

丹
野
ま
さ
よ
し
後
援
会

（丹
野
ま
さ
よ
し
と
が
ん
ば
り
隊

）

報
告
年
月
日
24.
10.
3

         0  

１
収
入
総
額

43,514

      

前
年
繰
越
額

3,514

     

本
年
収
入
額

40,000

      

２
支
出
総
額

39,715

      

３
本
年
収
入
の
内
訳

寄
附

40,00

     0  

個
人
分

40,000

      

４
支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費

39,715

      

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

8,285

     

機
関
紙
誌
の
発
行
事
業
費

8,285

     

調
査
研
究
費

31,430

      

５
寄
附
の
内
訳

第2439号　平成25年３月12日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）



（個
人
分

）

年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

40,000

      

藤
倉
知
格
後
援
会

報
告
年
月
日
24.
11.
1

         3  

１
収
入
総
額

1,621,79

        5  

前
年
繰
越
額

559,795

       

本
年
収
入
額

1,062,000

         

２
支
出
総
額

1,323,03

        3  

３
本
年
収
入
の
内
訳

寄
附

1,000,00

        0  

個
人
分

1,000,00

        0  

機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
に
よ
る
収
入

62,000

      

懇
親
会
会
費

29,000

      

役
員
会
会
費

33,000

      

４
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

1,225,84
        9  

人
件
費

420,000

       
光
熱
水
費

157,606

       

備
品
・
消
耗
品
費

204,520

       

事
務
所
費

443,723

       

政
治
活
動
費

97,184

      

組
織
活
動
費

97,184

      

５
寄
附
の
内
訳

（個
人
分

）

藤
倉
知
格

1,000,00

        0  

黒
川
郡
大
和
町

水
戸
よ
し
ひ
ろ
後
援
会

報
告
年
月
日
24.
11.
2

         2  

１
収
入
総
額

104,832

       

前
年
繰
越
額

35,832

      

本
年
収
入
額

69,000

      

２
支
出
総
額

10,993

      

３
本
年
収
入
の
内
訳

寄
附

69,00

     0  

個
人
分

69,000

      

４
支
出
の
内
訳

政
治
活
動
費

10,993

      

そ
の
他
の
経
費

10,993

      

５
寄
附
の
内
訳

（個
人
分

）

年
間
五
万
円
以
下
の
も
の

69,000

      

宮
城
県
歯
科
技
工
士
連
盟

報
告
年
月
日
24.
10.
1

         7  

１
収
入
総
額

66,219

      

前
年
繰
越
額

16,219

      

本
年
収
入
額

50,000

      

２
支
出
総
額

46,980

      

３
本
年
収
入
の
内
訳

個
人
の
党
費
・
会
費

120

（   人

）

50,000

      

４
支
出
の
内
訳

経
常
経
費

11,980

      

人
件
費

10,000

      

備
品
・
消
耗
品
費

1,980

     

政
治
活
動
費

35,000

      

組
織
活
動
費

35,000

      

山
田
裕
一
後
援
会

報
告
年
月
日
24.
12.

        ３

１
収
入
総
額

0  

２
支
出
総
額

0  

吉
田
み
つ
お
後
援
会

報
告
年
月
日
24.
12.
2

         6  
１
収
入
総
額

9,555

     

前
年
繰
越
額

9,555
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２
支
出
総
額

0  

第2439号　平成25年３月12日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）


